
　令和５年度は、令和４年度に建設したグループホームを６月に開設する予定です。開設に向けて

の準備を進めるとともに、グループホームについてのご理解をいただけるよう内覧会を実施します。

また、グループホームでの新生活を始める利用者が安心して生活できるよう職員体制を整えます。

　新型コロナウイルス感染症は感染症法上の５類に移行されますが、引き続き必要な感染対策を実

施し、安心安全に作業所とグループホームを利用していただけるよう努めます。そして、コロナ禍で

実施できなかった行事を再開し、利用者支援の充実を図ります。

　グループホームの開設にともない、一段と地域との繋がりが重要になってきますので、防災訓練

等の地域で実施される活動に積極的に参加していきます。

1.法人運営について

（１）理事会

必要に応じ理事会を開催します。

（２）評議員会

必要に応じ評議員会を開催します。

（３）監事会

必要に応じ監事会を開催します。

（４）施設啓発ふれあい事業

　当法人をより多くの方に知っていただき、また福祉の心を培うため、新型コロナウイルス感染防止

に留意して、施設の視察・見学・作業体験・ボランティアを受け入れます。

（５）地域交流事業

　地域住民の方に、各事業所を認知していただける事業を実施します。

・にしはるひまわり作業所まつり（１０月）

（６）人材育成事業

　障害福祉分野で活躍していただける人材育成のため、新型コロナウイルス感染防止に留意して

保育実習等の実習生を積極的に受け入れます。

（７）職員研修

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のためオンラインでの研修が主になっていますが、職員と

しての資質・技能・能力向上のため環境を整え、知的障害者福祉協会・社会福祉協議会・社会

就労センター協議会等が主催する研究大会・研修会に参加します。

（８）感染症対策

　利用者が安心して各事業所を利用できるよう、新型コロナウイルス感染症予防に努め運営しま

す。施設設備の消毒、施設の換気、手指の消毒、マスクの着用等の対策をします。
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2.施設運営について

①にしはるひまわり作業所（生活介護）

（１）生産活動

　仕事に楽しみを持つことができるよう支援し、作業を通して責任感や集団の中での協調性を

養います。

・工賃事業 ･自主事業 ・受託事業 ・農作業

・廃品回収 ・年賀状印刷

（２）地域生活支援事業

　障害のある方の家族の就労支援及び介護をしている家族の一時的な休息の確保を支援し

ます。

・日中一時支援事業

（３）施設外研修事業

　 　団体行動の習得、日常生活訓練を施設外で実施します。

・社会見学（１１月）

･買物実習（３月）

（４）健康管理事業

　利用者の健康状態を把握するため健康診断等を実施します。

・健康診断（９月・２月）

・歯科検診（１１月）

・嘱託医の回診（毎月１回）

・体重測定、血圧測定（毎月１回）

（５）防災対策事業

・避難訓練の実施（９月・２月）

（６）文化・スポーツ事業

　季節の行事や創作活動を通して豊かな心を育てるとともに、定期的な運動により健康増進

を図ります。

･クリスマス会（１２月）

・仕事納め、大掃除（１２月）

・仕事始め(１月）

・節分（２月）

・尾張中央ロータリークラブ支援事業（２月）

・健康体操（毎月１回）

・スポーツ活動（毎月２回）

・文化活動（毎月２回）

（８）日赤奉仕団共同事業

　西春日赤奉仕団員の皆様と共に農作物の収穫や調理実習を行います。

・玉ねぎの収穫（５月）

・さつまいもの収穫（１０月）

・調理実習（１２月）
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（９）施設間交流事業

　施設間の交流・連携を図るため、地域の障害福祉施設と合同行事と研修を実施します。

・合同作品展　　セルプしかつ、あかつき共同作業所と合同

・職員研修会　　セルプしかつ、あかつき共同作業所と合同

（１０）個別支援計画説明会

②グループホームソレイユ（共同生活援助）

（１）共同生活援助事業

　 地域において共同して自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう支援します。

 　 食事・入浴・排泄・健康管理等の支援をするとともに、生活に必要な相談支援を行います。

（２）短期入所事業

　居宅において介護をしている家族が疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする

利用者を支援します。

　食事・入浴・排泄等の支援します。

（３）防災対策事業

・避難訓練の実施（９月・２月）

　利用者と保護者に対し、個別支援計画を説明します。
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